
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
一
号 

 
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
号
（
埼
玉
県
地
球
温
暖
化
対
策
に
係
る
事
業
活
動
対
策

指
針
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
三
年
五
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
三
年
五
月
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

第
三
の
三
中
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
の
第
一
中
「 

 
 

 
 

 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
加
え
、
同
表

の
備
考
一
⑴
オ
中
「 

」
を
「 
」
に
、
同
表
の
備
考
三
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
」
に
、 

同
表
の
備
考
四
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
五
中
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
の
次
に
「 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
、 

「 
 

 
 

 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
、
「 

 
 

 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
の 

 
 

次
に
「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
加
え
、
同
表
の
備
考
四
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

年
度
の 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
終
了
年
度
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
終
了
年
度
）
ま
で
の
期
間
（
以

下
「
削
減
期
間
」
と
い
う
。
）
の
終
了
す
る
年
度
（
平
成

2
4
年
度
か
ら
平
成

2
6
年
度
ま
で
の
間
に

申
請
を
行
っ
た
事
業
所
に
あ
っ
て
は
申
請
を
行
っ
た
年
度
か
ら
起
算
し
て
４
年
度
目
の
年
度
、
平

成
2
8
年
度
か
ら
令
和
元
年
度
ま
で
の
間
に
申
請
を
行
っ
た
事
業
所
に
あ
っ
て
は
申
請
を
行
っ
た
年

度
か
ら
起
算
し
て
５
年
度
目
の
年
度
。
た
だ
し
、
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
知
事
が
認

め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
認
め
た
日
の
属
す
る
年
度
。
以
下
同
じ
。
）
ま
で
の
期
間

 
 

 
（
平

成
2
4
年
度
か
ら
平
成

2
6
年
度
ま
で
の
間
に
申
請
を
行
っ
た
事
業
所
に
あ
っ
て
は
申
請
を
行
っ
た
年

度
か
ら
起
算
し
て
４
年
度
目
の
年
度
、
平
成

2
8
年
度
か
ら
令
和
元
年
度
ま
で
の
間
に
申
請
を
行
っ

た
事
業
所
に
あ
っ
て
は
申
請
を
行
っ
た
年
度
か
ら
起
算
し
て
５
年
度
目
の
年
度
。
た
だ
し
、
基
準

に
適
合
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
知
事
が
認
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
認
め
た
日
の
属
す
る
年

度
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
終
了
年
度
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変

更
後
の
終
了
年
度
）
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
優
良
大
規
模
事
業
所
認
定
期
間
」
と
い
う
。
）

 

。
以
下
「
目
標
達
成
期
限
」
と
い
う
。

 

（
当
該
削
減
計
画
期
間
に
お
い
て
、
大
規
模

事
業

 

⑸
 

（
削
減
期
間
の
終
了
の
年
度
が

 
４
月
３
日

 

削
減
計
画
期
間

 

々
年
度
の
９
月
末
日
」

 

方
法
は
、
削
減
期
間

 

事
業
所
に
該
当
し
た
年
度
か
ら
終
了
年
度
（
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
終
了
年
度
が
変

 

更
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
終
了
年
度
）
ま
で
の
期
間
。
以
下
同
じ
。
）

 

翌
年
度

 

９
月
末
日
（

 

令
和
元
年
度
の
場
合
に
あ
っ
て
は
令
和
３
年
８
月
４
日
）

 

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 
当
該
事
業
所
が
知
事
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
を
知
事
に
申
請
し
た
年

度
か
ら
当
該
年
度
の
属
す
る
削
減
期
間
の
終
了
す
る
年
度
ま
で
の
期
間

 

⑹
 

削
減
期
間
の
終
了
の
年
度
が
令
和
元
年
度
の
場
合
に
あ
っ
て
は
令

和
 

目
標
達
成
期
限

 

和
４
年
１
月
末
日
。
た
だ
し
、

 

翌
年
度
以
降

 

優
良
大
規
模
事
業

 

1
8
0
日
を
経
過
し
た
日

 

所
認
定
期
間

 

に
お
け
る
目
標
削
減
率
」
 終

了
年
度
の
翌

 


